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◇
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令（
政
令
第
一
七
六
号
）（
法
務
省
）

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年

法
律
第
二
八
号
）
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
五
月
一
五
日
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第

一
七
七
号
）（
経
済
産
業
省
）

１

北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
の
輸
出
に
つ
い
て
、

経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
要
す
る
期
限
を
令
和
九
年
四

月
一
三
日
ま
で
と
し
、
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。（
附
則
第
三
項
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

〔
政

令
〕

〇
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
一
七
六
）

〇
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
一
七
七
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
保
険
業
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
届
出
に
関
す
る
件

（
金
融
庁
五
四
）

〇
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
日
本
農
林
規
格
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
農
林
水
産
五
八
七
）

〇
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
格
付
の
表
示
の
様
式
及

び
表
示
の
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
五
八
八
）

〇
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
検
査
方
法
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
五
八
九
）

〇
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
取
扱
業
者
の

認
証
の
技
術
的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
五
九
〇
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
返
納
を
命
じ
た
旅
券
を
無
効
と
す
る
件

（
外
務
一
三
〇
）

〇
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
に
お
け
る

コ
ッ
ク
ス
バ
ザ
ー
ル
県
及
び
バ
シ
ャ
ン

チ
ャ
ー
ル
島
に
お
け
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら

の
避
難
民
の
た
め
の
救
命
サ
ー
ビ
ス
及
び

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
強
化
計
画
の
た
め

の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
世
界
保

健
機
関
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る

件
（
同
一
三
一
）

〇
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
に
お
け
る

チ
ョ
ッ
ト
グ
ラ
ム
管
区
に
お
け
る
洪
水
対

応
及
び
復
興
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す

る
日
本
国
政
府
と
国
際
移
住
機
関
と
の
間

の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件（
同
一
三
二
）

〇
ボ
リ
ビ
ア
多
民
族
国
政
府
に
対
す
る
贈
与

に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ボ
リ
ビ
ア
多
民

族
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す

る
件
（
同
一
三
三
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
五
九
一
〜
五
九
八
）

〇
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
種
登

録
及
び
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
す
る
件

（
同
五
九
九
、
六
〇
〇
）

〇
登
録
講
習
機
関
の
登
録
の
届
出
並
び
に
変

更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
国
土
交
通
二
九
六
）

〇
登
録
講
習
機
関
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た

件
（
同
二
九
七
）

〇
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
型
式
承

認
を
し
た
件
（
同
二
九
八
〜
三
〇
一
）

〇
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
型
式
変

更
の
承
認
を
し
た
件

（
同
三
〇
二
、
三
〇
三
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
一
四
九
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
部
地
方
整
備
局
六
〇
、
六
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
三
九
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

会
計
検
査
院
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
院
長
が
欠
け
た
と
き
又
は

事
故
の
あ
る
と
き
に
、
そ
の
職
務
を
代
わ
っ

て
行
う
検
査
官
を
定
め
た
件

（
会
計
検
査
院
公
示
一
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁有

権
者
申
出
方
、
待
矢
場
両
堰
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
、
鬼
怒
川
南
部
土
地
改
良

区
連
合
役
員
の
就
任
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他





政

令

法
規
的
告
示

そ
の
他
告
示
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刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
四
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
百
七
十
六
号

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
六
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
五
月
十

五
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
四
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
百
七
十
七
号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
令
和
七
年
四
月
十
三
日
」
を
「
令
和
九
年
四
月
十
三
日
」
に
、「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
」を「
第

四
条
第
三
項
第
二
号
ハ
」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定（「
令
和
七
年
四
月
十
三
日
」を「
令

和
九
年
四
月
十
三
日
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）は
、
外
国
為
替
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第

百
七
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

〇
金
融
庁
告
示
第
五
十
四
号

ザ
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
ー
・
オ
ブ
・
ロ
イ
ズ
よ
り
保
険
業

法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
法
第
二
百
二
十
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
氏
名
及
び
住

所
の
変
更
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
百
二
十
二
条
後

段
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

金
融
庁
長
官

井
藤

英
樹

日
本
に
お
け
る
代
表

者
の
氏
名
及
び
住
所

松
山

博
志

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
東
海
岸
北
一

丁
目
七
番
十
八
号

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
八
十
七
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
七
十
五
号
）
第
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
日
本

農
林
規
格（
昭
和
四
十
九
年
農
林
省
告
示
第
千
七
十
三
号
）

（
Ｊ
Ａ
Ｓ

一
〇
七
三
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
し
、
令
和

七
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
八
十
八
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四

年
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
格
付
の
表
示
の
様
式
及
び

表
示
の
方
法
（
昭
和
四
十
九
年
農
林
省
告
示
第
千
百
四
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
八
十
九
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四

年
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
二
十
二
条
（
同

令
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
基
づ
き
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
検
査
方
法
（
昭

和
四
十
九
年
農
林
省
告
示
第
千
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
四

年
財
務
省
・
農
林
水
産
省
令
第
三
号
）
第
二
十
五
条
（
同

令
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規

定
に
基
づ
き
、
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
取
扱
業
者
の

認
証
の
技
術
的
基
準
（
平
成
十
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第

八
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七

年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。）

〇
外
務
省
告
示
第
百
三
十
号

次
の
旅
券
は
、
旅
券
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
返
納
命
令
に
応
じ
て
返
納
さ
れ
た
が
、
同
法

第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
効
力
を
失

う
べ
き
こ
と
を
適
当
と
認
め
た
の
で
、
左
記
冒
頭
に
記
載

の
年
月
日
に
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

失
効
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

発
行
年
月
日

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

旅
券
番
号

Ｔ
Ｔ
三
四
九
一
六
五
〇

〇
外
務
省
告
示
第
百
三
十
一
号

令
和
七
年
二
月
二
十
日
に
ダ
ッ
カ
で
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
人
民
共
和
国
に
お
け
る
コ
ッ
ク
ス
バ
ザ
ー
ル
県
及
び

バ
シ
ャ
ン
チ
ャ
ー
ル
島
に
お
け
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
の
避

難
民
の
た
め
の
救
命
サ
ー
ビ
ス
及
び
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス

の
強
化
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡

の
交
換
が
世
界
保
健
機
関
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

コ
ッ
ク
ス
バ
ザ
ー
ル
県
及

び
バ
シ
ャ
ン
チ
ャ
ー
ル
島
に
お
け
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら

の
避
難
民
の
た
め
の
救
命
サ
ー
ビ
ス
及
び
保
健
医
療

サ
ー
ビ
ス
の
強
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生

産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

五
億
円

３

署
名
者

日

本

側

齋
田
伸
一
在
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
大

使

世
界
保
健
機
関
側

ア
フ
メ
ド
・
ジ
ャ
ム
シ
ー
ド
・
モ

ハ
メ
ド
在
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
事
務

所
代
表
代
理

令
和
七
年
四
月
十
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅





令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
外
務
省
告
示
第
百
三
十
二
号

令
和
七
年
二
月
二
十
四
日
に
ダ
ッ
カ
で
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
人
民
共
和
国
に
お
け
る
チ
ョ
ッ
ト
グ
ラ
ム
管
区
に
お

け
る
洪
水
対
応
及
び
復
興
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る

次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
移
住
機
関
と
の
間
に
行

わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

チ
ョ
ッ
ト
グ
ラ
ム
管
区
に

お
け
る
洪
水
対
応
及
び
復
興
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

五
億
円

３

署
名
者

日

本

側

齋
田
伸
一
在
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
大

使

国
際
移
住
機
関
側

ラ
ン
ス
・
ボ
ノ
ー
在
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
事
務
所
長

令
和
七
年
四
月
十
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
百
三
十
三
号

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日
に
ラ
パ
ス
で
、
ボ
リ
ビ
ア
多

民
族
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡

の
交
換
が
ボ
リ
ビ
ア
多
民
族
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ

た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
に
係
る
計

画
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
両
政
府
の
関
係
当
局

で
合
意
す
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

五
億
円

３

署
名
者

日

本

側

小
野
村
拓
志
在
ボ
リ
ビ
ア
大
使

ボ
リ
ビ
ア
側

セ
リ
ン
ダ
・
ソ
サ
・
ル
ン
ダ
外
務
大
臣

令
和
七
年
四
月
十
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

保
安
林
の
所
在
場
所

群
馬
県
多
野
郡
神
流
町
大
字

平
原
字
栃

保
甲
八
九
、
乙
八
九
、
大
字
小
平
字
日
向

反
り
九
〇
二
の
三
、
九
〇
二
の
四
、
九
〇
三
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
群

馬
県
庁
及
び
神
流
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

保
安
林
の
所
在
場
所

群
馬
県
桐
生
市
黒
保
根
町
下

田
沢
字
原
ノ
道
下
二
四
七
〇
の
一
、
二
四
七
二
の
一
、

み
ど
り
市
大
間
々
町
塩
原
七
九
七
、
八
〇
六
、八
〇
七
、

一
八
二
二
か
ら
一
八
二
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

原
ノ
道
下
二
四
七
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）、
大
間
々
町
塩
原
七
九
七
、
八
〇

六
、
八
〇
七
、
一
八
二
三

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
群
馬
県
庁
及
び
関
係
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

保
安
林
の
所
在
場
所

広
島
県
広
島
市
佐
伯
区
湯
来

町
大
字
和
田
字
迫
谷
一
〇
七
〇
〇
の
一
、
一
〇
七
〇
〇

の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広

島
県
庁
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鳥
取
県
西
伯
郡
伯
耆
町
船
越

字
懸
橋
茅
谷
四
七
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鳥

取
県
庁
及
び
伯
耆
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
葦
北
郡
芦
北
町
大
字

市
野
瀬
字
割
子
立
一
一
六
三
の
一
、
一
一
六
四
、
一
一

六
五
、
一
一
七
七
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

割
子
立
一
一
六
三
の
一
・
一
一
六
四
・
一
一

六
五
・
一
一
七
七
の
二
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
芦
北
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
阿
蘇
郡
小
国
町
大
字

黒
渕
字
西
小
竹
五
九
五
四
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

西
小
竹
五
九
五
四
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
小
国
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）





１ 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者
権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日

品種登録の番
号及び年月日

登録品種の属す
る農林水産植物
の種類

登録品種の名称
育成者
権の存
続期間

品種登録を受ける
者の氏名又は名称
及び住所又は居所

出願公表
の年月日

第30983号
令和７年４月
11日

Hordeum
vulgare L.

ゆきはな六
ろく

条
じよう

25 国立研究開発法人
農業・食品産業技
術総合研究機構
茨城県つくば市観
音台三丁目１番地
１

令和２年
１月23日

２ 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録
を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨

品種登録の番
号及び年月日

登録品種の属す
る農林水産植物
の種類

登録品種の名称
品種登録を受ける
者の氏名又は名称
及び住所又は居所

指定国
輸出する
行為を制
限する旨

第30983号
令和７年４月
11日

Hordeum
vulgare L.

ゆきはな六
ろく

条
じよう

国立研究開発法人
農業・食品産業技
術総合研究機構
茨城県つくば市観
音台三丁目１番地
１

なし 登録品種
につき品
種の育成
に関する
保護を認
めていな
い国以外
の 国 で
あって指
定国以外
の国に対
し種苗を
輸出する
行為及び
当該国に
対し最終
消費以外
の目的を
もって収
穫物を輸
出する行
為を制限
する。

１ 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者
権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日

品種登録の番
号及び年月日

登録品種の属す
る農林水産植物
の種類

登録品種の名称
育成者
権の存
続期間

品種登録を受ける
者の氏名又は名称
及び住所又は居所

出願公表
の年月日

第30984号
令和７年４月
11日

Tulipa L. 春
はる

うさぎ 25 富山県
富山県富山市新総
曲輪１番７号

令和３年
３月11日

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお
りである。
（「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。）

 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお
りである。
（「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。）

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 五 百 九 十 七 号

森 林 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 九 号 ） 第

二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の よ う に 保 安 林

の 指 定 を す る 。

令 和 七 年 四 月 十 一 日
農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓

一 保 安 林 の 所 在 場 所 熊 本 県 八 代 市 坂 本 町 中 津

道 字 原 二 三 七 五 、 二 三 七 六

二 指 定 の 目 的 土 砂 の 流 出 の 防 備

三 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法

１ 次 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 は 、 択 伐 に よ

る 。
字 原 二 三 七 五 ・ 二 三 七 六 （ 以 上 二 筆 に

つ い て 次 の 図 に 示 す 部 分 に 限 る 。 ）

２ そ の 他 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 に 係 る 伐

採 種 を 定 め な い 。

３ 主 伐 と し て 伐 採 を す る こ と が で き る 立 木

は 、 当 該 立 木 の 所 在 す る 市 町 村 に 係 る 市 町

村 森 林 整 備 計 画 で 定 め る 標 準 伐 期 齢 以 上 の

も の と す る 。

４ 間 伐 に 係 る 森 林 は 、 次 の と お り と す る 。

立 木 の 伐 採 の 限 度 並 び に 植 栽 の 方 法 ・ 期 間

及 び 樹 種 次 の と お り と す る 。

（ 「 次 の 図 」 及 び 「 次 の と お り 」 は 、 省 略 し 、 そ

の 図 面 及 び 関 係 書 類 を 熊 本 県 庁 及 び 八 代 市 役 所 に

備 え 置 い て 縦 覧 に 供 す る 。 ）

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 五 百 九 十 八 号

森 林 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 九 号 ） 第

二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の よ う に 保 安 林

の 指 定 を す る 。

令 和 七 年 四 月 十 一 日
農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓

一 保 安 林 の 所 在 場 所 熊 本 県 八 代 市 坂 本 町 鮎 帰

ほ 字 解 太 郎 二 二 八 三 ・ 二 二 九 一 （ 以 上 二 筆 に つ

い て 次 の 図 に 示 す 部 分 に 限 る 。 ）

二 指 定 の 目 的 土 砂 の 流 出 の 防 備

三 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法

１ 次 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 は 、 択 伐 に よ

る 。
字 解 太 郎 二 二 八 三 ・ 二 二 九 一 （ 以 上 二 筆

に つ い て 次 の 図 に 示 す 部 分 に 限 る 。 ）

２ そ の 他 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 に 係 る 伐

採 種 を 定 め な い 。

３ 主 伐 と し て 伐 採 を す る こ と が で き る 立 木

は 、 当 該 立 木 の 所 在 す る 市 町 村 に 係 る 市 町

村 森 林 整 備 計 画 で 定 め る 標 準 伐 期 齢 以 上 の

も の と す る 。

４ 間 伐 に 係 る 森 林 は 、 次 の と お り と す る 。

立 木 の 伐 採 の 限 度 並 び に 植 栽 の 方 法 ・ 期 間

及 び 樹 種 次 の と お り と す る 。

（ 「 次 の 図 」 及 び 「 次 の と お り 」 は 、 省 略 し 、 そ

の 図 面 及 び 関 係 書 類 を 熊 本 県 庁 及 び 八 代 市 役 所 に

備 え 置 い て 縦 覧 に 供 す る 。 ）

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 五 百 九 十 九 号

種 苗 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 品 種 登 録 を し た の で 、 同 条 第 三

項 及 び 第 二 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 七 年 四 月 十 一 日 農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 六 百 号

種 苗 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 品 種 登 録 を し た の で 、 同 条 第 三

項 及 び 第 二 十 一 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 七 年 四 月 十 一 日 農 林 水 産 大 臣 江 藤 拓





２
品
種
登
録
の
番
号
及
び
年
月
日
、
登
録
品
種
の
属
す
る
農
林
水
産
植
物
の
種
類
、
登
録
品
種
の
名
称
、
品
種
登
録

を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
、
指
定
国
並
び
に
輸
出
す
る
行
為
を
制
限
す
る
旨

品
種
登
録
の
番

号
及
び
年
月
日

登
録
品
種
の
属
す

る
農
林
水
産
植
物

の
種
類

登
録
品
種
の
名
称

品
種
登
録
を
受
け
る

者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
居
所
指
定
国
輸
出
す
る

行
為
を
制

限
す
る
旨

第
30984号
令
和
７
年
４
月

11日

T
u
lip
a
L
.

春 は
るう
さ
ぎ

富
山
県

富
山
県
富
山
市
新
総

曲
輪
１
番
７
号

な
し

登
録
品
種

に
つ
き
品

種
の
育
成

に
関
す
る

保
護
を
認

め
て
い
な

い
国
以
外

の
国
で

あ
っ
て
指

定
国
以
外

の
国
に
対

し
種
苗
を

輸
出
す
る

行
為
及
び

当
該
国
に

対
し
最
終

消
費
以
外

の
目
的
を

も
っ
て
収

穫
物
を
輸

出
す
る
行

為
を
制
限

す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

二

登
録
さ
れ
た
登
録
講
習
機
関
の
種
類
、
無
人
航
空
機
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

登
録
さ
れ
た
登
録
講
習
機
関
の
種
類
、
無
人
航
空
機
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
。）

三

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
登
録
講
習
機
関
の
登
録
番
号
、
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

一

登
録
番
号

第
九
十
一
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
農
林
水
産
航
空
協
会

住
所

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
七
番
一
号
塩
崎
ビ
ル

代
表
者
の
氏
名

福
盛
田
共
義

二

登
録
番
号

第
百
八
十
八
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

日
本
シ
ス
テ
ム
バ
ン
ク
株
式
会
社

住
所

福
井
県
福
井
市
中
央
三
丁
目
五
番
二
十
一
号

代
表
者
の
氏
名

野
坂

信
嘉

三

登
録
番
号

第
二
百
二
十
三
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
Ｌ
ｅ

Ｃ
ｉ
ｅ
ｌ

Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｅ

住
所

愛
知
県
名
古
屋
市
緑
区
上
旭
一
丁
目
六
〇
五
番
地

代
表
者
の
氏
名

鵜
飼

大
樹

四

登
録
番
号

第
三
百
十
九
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

合
同
会
社
Ｏ
ｃ
ｃ
ｔ
ｏ
．
Ｐ
ａ
ｔ
ｈ

住
所

宮
崎
県
都
城
市
高
城
町
高
城
二
八
三
九
番
地
二

代
表
者
の
氏
名

小
川

謙
一

五

登
録
番
号

第
四
百
三
十
五
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
イ
ナ
テ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス

住
所

愛
知
県
西
尾
市
鳥
羽
町
大
入
二
十
番
地
一

代
表
者
の
氏
名

稲
垣

良
次

六

登
録
番
号

第
四
百
五
十
九
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
日
本
ド
ロ
ー
ン
活
用
推
進
機
構

住
所

青
森
県
青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
野
田
一
三
八
番
地
六

代
表
者
の
氏
名

石
井

克
幸

七

登
録
番
号

第
五
百
九
十
六
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

Ｙ
Ｓ
Ｐ
株
式
会
社

住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
太
田
町
六
丁
目
八
十
二
番
地

代
表
者
の
氏
名

山
本

秀
太

四

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
登
録
講
習
機
関
の
登
録
事
項

変
更
さ
れ
た
登
録
講
習
機
関
の
登
録
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
十
六
号

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三
十
二
条
の
六
十
九
の
規
定
に
よ
り
次
の
無
人
航
空
機
講

習
を
行
う
者
を
登
録
し
、
又
は
同
法
第
百
三
十
二
条
の
七
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
か
ら
登
録
事
項
の

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
一
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

一

新
た
に
登
録
さ
れ
た
登
録
講
習
機
関

一

登
録
番
号

第
六
百
三
十
二
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
青
森
Ｅ
Ｃ
Ｏ
エ
ナ
ジ
ー

住
所

青
森
県
青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
野
田
一
三
八
番
地
六

代
表
者
の
氏
名

能
登

正
宗

二

登
録
番
号

第
六
百
三
十
三
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
Ｍ
Ｓ
Ｔ
Ｃ

住
所

島
根
県
松
江
市
東
出
雲
町
意
宇
東
三
丁
目
二
番
地
四

代
表
者
の
氏
名

丸
石

博

三

登
録
番
号

第
六
百
三
十
四
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
Ｍ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ

住
所

沖
縄
県
那
覇
市
首
里
儀
保
町
二
丁
目
三
十
九
番
地
ゴ
ー
ル
ド
シ
ャ
ト
レ
一

Ｂ

代
表
者
の
氏
名

坂
元

大

四

登
録
番
号

第
六
百
三
十
五
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
Ｔ
ｏ
Ｂ
ｅ
ド
ロ
ー
ン
金
沢

住
所

石
川
県
金
沢
市
中
橋
町
五
番
二
十
七
号

代
表
者
の
氏
名

浦

崇
典

五

登
録
番
号

第
六
百
三
十
六
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
湯
田
自
動
車
学
校

住
所

山
口
県
山
口
市
葵
二
丁
目
四
番
五
十
五
号

代
表
者
の
氏
名

辻
野

英
通

六

登
録
番
号

第
六
百
三
十
七
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

Ｋ
Ｏ
Ｓ
モ
バ
イ
ル
株
式
会
社

住
所

大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
湊
町
一
丁
目
二
番
三
号

代
表
者
の
氏
名

福
西

尚
武

七

登
録
番
号

第
六
百
三
十
八
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
マ
ク
サ
ム
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

住
所

福
島
県
福
島
市
旭
町
九
番
十
六
号

代
表
者
の
氏
名

右
近

八
郎

八

登
録
番
号

第
六
百
三
十
九
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

株
式
会
社
コ
ガ
ワ
計
画

住
所

島
根
県
益
田
市
安
富
町
三
三
三
〇
番
地
一

代
表
者
の
氏
名

小
河

吉
彦





令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
十
七
号

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三
十
二
条
の
七
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関

か
ら
無
人
航
空
機
講
習
事
務
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
百
三
十
二
条
の
八
十
一
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

一

無
人
航
空
機
講
習
事
務
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
登
録
講
習
機
関
の
登
録
番
号
及
び
名
称

一

登
録
番
号

第
百
二
十
一
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

有
限
会
社
茨
城
県
西
自
動
車
学
校

二

登
録
番
号

第
二
百
七
十
八
号

登
録
講
習
機
関
の
名
称

東
部
自
動
車
興
業
株
式
会
社

二

無
人
航
空
機
講
習
事
務
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
登
録
講
習
機
関
の
業
務
の
範
囲

無
人
航
空
機
講
習
事
務
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
登
録
講
習
機
関
の
業
務
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
付

け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5788号

船
外
機
（
小
型
船

舶
用
）

６
Ｅ
Ｆ
Ｋ

ヤ
マ
ハ
熊
本
プ
ロ
ダ

ク
ツ
株
式
会
社

熊
本
県
八
代
市
新
港
町
４
丁
目

８
番
地

第
5789号

〃
６
Ｅ
Ｄ
Ｋ

〃
〃

第
5790号

〃
６
Ｅ
Ｅ
Ｋ

〃
〃

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
十
九
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
一
月
十
七
日
付
け

を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第
十

二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5811号

小
型
船
舶
用
救
命

浮
環

オ
ー
シ
ャ
ン
Ｏ
Ｌ


Ｃ
２
型

株
式
会
社
オ
ー
シ
ャ

ン
・
ラ
イ
フ

和
歌
山
県
御
坊
市
島
字
一
里
山

441番
地
２

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
付

け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5814号

作
業
用
救
命
衣

（
小
型
船
舶
用
救

命
胴
衣
の
要
件
に

適
合
す
る
も
の
）

（
膨
脹
式
及
び
呼

気
併
用
式
以
外
の

も
の
）

Ｌ
Ｗ

60

東
洋
物
産
株
式
会
社
東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目

17番
５
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
一
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
ノ
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
三
月
五
日
付
け
を

も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
承
認
し
た
の
で
、
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第
十
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

製
造
者
の
住
所

第
5815号

船
外
機
（
小
型
船

舶
用
）

Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｊ

本
田
技
研
工
業
株
式

会
社

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
１

番
１
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
二
号

船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
二
月
二
十

六
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

型
式
変
更
の
内
容

第
4416号

作
業
用
救
命
衣

（
小
型
船
舶
用
救

命
胴
衣
の
要
件
に

適
合
す
る
も
の
）

（
膨
脹
式
及
び
呼

気
併
用
式
以
外
の

も
の
）

フ
ロ
ッ
グ
コ
ー
ト
Ｇ

Ⅲ
型

東
洋
物
産
株
式
会
社
フ
ァ
ス
ナ
ー
及
び
ボ
タ
ン
の
仕

様
変
更

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
三
号

船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
三
月
二
十

六
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

型
式
承
認

番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式

製
造
者
の
名
称

型
式
変
更
の
内
容

第
4674号

船
外
機
（
小
型
船

舶
用
）

６
Ｃ
１

ヤ
マ
ハ
発
動
機
株
式

会
社

主
要
諸
元
、
カ
ウ
リ
ン
グ
の
外

観
、
ア
イ
ド
ル
ス
ピ
ー
ド
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
バ
ル
ブ
の
設
置
位
置

及
び
全
負
荷
時
に
お
け
る
点
火

時
期
の
変
更

第
5648号

〃
６
Ｃ
２

〃
主
要
諸
元
、
カ
ウ
リ
ン
グ
の
外

観
、
ア
イ
ド
ル
ス
ピ
ー
ド
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
バ
ル
ブ
の
設
置
位
置

及
び
全
負
荷
時
に
お
け
る
点
火

時
期
の
変
更

第
4673号

〃
６
Ｃ
５

〃
主
要
諸
元
、
カ
ウ
リ
ン
グ
の
外

観
及
び
ア
イ
ド
ル
ス
ピ
ー
ド
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
バ
ル
ブ
の
設
置
位

置
の
変
更

第
5590号

〃
６
Ｃ
６

〃
主
要
諸
元
、
カ
ウ
リ
ン
グ
の
外

観
及
び
ア
イ
ド
ル
ス
ピ
ー
ド
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
バ
ル
ブ
の
設
置
位

置
の
変
更

第
5014号

〃
６
Ｃ
Ｊ

〃
主
要
諸
元
、
カ
ウ
リ
ン
グ
の
外

観
、
全
負
荷
時
に
お
け
る
点
火

時
期
及
び
最
大
チ
ル
ト
角
の
変

更





道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

鈴
鹿
市
北
玉
垣
町
字
細
田
一
六
六
〇

番
一
か
ら
松
阪
市
小
津
町
字
八
準
歸

五
二
一
番
二
ま
で

前

ＡＢ

一
九
･
〇
〇
〜

八
五
･
〇
〇

九
･
〇
〇
〜
一
二
九
･
〇
四
三
〇
･
一
三
四

三
三
･
八
〇
〇

上
記
Ａ
及
び
Ｂ
は
、

関
係
図
面
に
表
示
す

る
敷
地
の
区
分
を
い

う
。

後

ＡＢ

一
九
･
〇
〇
〜

八
五
･
〇
〇

九
･
〇
〇
〜
一
二
九
･
〇
四
三
〇
･
一
三
四

三
三
･
八
〇
〇

図
面
縦
覧
場
所

中
部
地
方
整
備
局
及
び
同
局
三
重
河
川
国
道
事
務
所

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

大
竹
市
晴
海
一
丁
目
一
番
三
か
ら
岩

国
市
室
の
木
町
五
丁
目
四
〇
番
一
ま

で

前

ＡＢ

一
二
･
〇
〇
〜

七
一
･
五
三

一
八
･
八
八
〜
二
三
四
･
四
〇
一
〇
･
二
四
一

九
･
〇
七
三

上
記
Ａ
及
び
Ｂ
は
、

関
係
図
面
に
表
示
す

る
敷
地
の
区
分
を
い

う
。

後

ＡＢ

一
二
･
〇
〇
〜

七
一
･
五
三

一
八
･
八
八
〜
二
三
四
･
四
〇
一
〇
･
二
四
一

九
･
〇
七
三

図
面
縦
覧
場
所

中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
広
島
国
道
事
務
所

国
会
事
項

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
認
可
を
し

た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

関
東
地
方
整
備
局
長

岩
﨑

福
久

一

施
行
者
の
名
称

埼
玉
県

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

加
須
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
十
七
号
栗
橋
大
利
根
加
須
線

三

事
業
施
行
期
間

自
令
和
七
年
四
月
十
一
日
至
令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
地

収
用
の
部
分

埼
玉
県
加
須
市
大
字
琴
寄
字
上
川
島
、
字
浪
寄
、
字
荒
川
、
字
前
通
の
二
、
字
前
通
の
一
、
字
西
後

川
、
字
東
前
通
及
び
字
後
川
の
三
並
び
に
大
字
北
下
新
井
字
野
中
地
内

使
用
の
部
分

埼
玉
県
加
須
市
大
字
琴
寄
字
西
後
川
地
内

〇
中
部
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

中
部
地
方
整
備
局
長

佐
藤

寿
延

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

二
十
三
号

〇
中
部
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
一
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

中
部
地
方
整
備
局
長

佐
藤

寿
延

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

二
十
三
号

鈴
鹿
市
北
玉
垣
町
字
小
塚
一
八
三
三
番
一
か
ら
同
市
北
玉
垣
町
一

八
三
三
番
一
ま
で（
た
だ
し
、関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
の
み
。）
中
部
地
方
整
備
局
及
び
同
局
三

重
河
川
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
四
月
十
一
日

〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
三
十
九
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

中
国
地
方
整
備
局
長

林

正
道

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

二
号

衆

議

院

法
律
公
布
奏
上
通
知
書
受
領

四
月
九
日
参
議
院
議
長
か
ら
、
次
の
法
律
の
公
布
を
奏

上
し
た
旨
の
通
知
書
を
受
領
し
た
。

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

議
案
受
領

四
月
九
日
参
議
院
か
ら
受
領
し
た
内
閣
提
出
案
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

議
案
通
知
書
受
領

四
月
九
日
参
議
院
か
ら
、
本
院
の
送
付
し
た
次
の
内
閣

提
出
案
を
可
決
し
た
旨
の
通
知
書
を
受
領
し
た
。

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

質
問
書
転
送

四
月
九
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
会
長
選
挙
に
関
す
る
質
問

主
意
書

公
営
五
競
技
に
お
け
る
利
用
者
へ
の
ポ
イ
ン
ト
付
与
が

も
た
ら
す
諸
課
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

在
留
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
が
わ
ず
か

四
十
三
・
四
％
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

新
市
場
開
拓
用
米
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
国
ハ
ワ
イ
州
カ
ウ
ア
イ
島
に
お
け
る
自
衛
隊
員
に
よ

る
車
両
死
亡
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

議
事
日
程

四
月
十
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

議
事
日
程

第
十
六
号

令
和
七
年
四
月
十
日
（
木
曜
日
）

午
後
一
時
開
議

第
一

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣

提
出
）

第
二

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除

去
並
び
に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
の
日

本
国
政
府
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
の
間
の
条
約
の
締

結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

第
三

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除

去
並
び
に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
の
日

本
国
と
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
と
の
間
の
条
約
の
締
結

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

第
四

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除

去
並
び
に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
の
日

本
国
と
ア
ル
メ
ニ
ア
共
和
国
と
の
間
の
条
約
の
締
結

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

第
五

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の

締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

第
六

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会

計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内

閣
提
出
）

一

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
内
閣
提
出
）
の
趣
旨
説
明

参

議

院

議
案
付
託

四
月
九
日
議
長
は
、
衆
議
院
送
付
の
次
の
内
閣
提
出
案

を
委
員
会
に
付
託
し
た
。

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と

の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化

に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の

協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
六
号
）

外
交
防
衛
委
員
会
に
付
託

港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三

号
）

国
土
交
通
委
員
会
に
付
託

議
案
送
付

四
月
九
日
次
の
内
閣
提
出
案
を
衆
議
院
に
送
付
し
た
。

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案





人 事 異 動

官 庁 報 告

公 告

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

議 決 通 知

四 月 九 日 本 院 は 、 衆 議 院 送 付 の 次 の 内 閣 提 出 案

を 可 決 し た 旨 衆 議 院 に 通 知 し た 。

道 路 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案

独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 法 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 案

質 問 主 意 書 提 出

四 月 九 日 議 員 か ら 次 の 質 問 主 意 書 が 提 出 さ れ

た 。
固 定 価 格 買 取 制 度 に お け る 出 力 制 御 に 関 す る 質

問 主 意 書 （ 野 田 国 義 提 出 ）（ 第 九 四 号 ）

質 問 主 意 書 転 送

四 月 九 日 次 の 質 問 主 意 書 を 内 閣 に 転 送 し た 。

日 本 政 府 が 中 国 政 府 と 合 意 し た 修 学 旅 行 の 相 互

受 入 れ の 促 進 に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 浜 田 聡 提 出 ）

（ 第 八 一 号 ）

公 益 通 報 の 濫 用 的 通 報 者 が 存 在 す る 事 実 へ の 対

処 に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 浜 田 聡 提 出 ）（ 第 八 二 号 ）

医 療 Ｄ Ｘ と 保 険 者 機 能 強 化 に 関 す る 質 問 主 意 書

（ 浜 田 聡 提 出 ）（ 第 八 三 号 ）

営 利 法 人 に 病 院 等 の 開 設 が 認 め ら れ な い 法 的 根

拠 に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 浜 田 聡 提 出 ）（ 第 八 四 号 ）

保 育 所 へ の 運 営 費 加 算 要 件 と し て 「 施 設 ・ 事 業

所 の 職 員 の 平 均 経 験 年 数 が 十 年 以 上 」 を 設 定 す

る こ と 等 に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 浜 田 聡 提 出 ）（ 第

八 五 号 ）

沖 縄 防 衛 局 が 普 天 間 第 二 小 学 校 に 設 置 し た カ メ

ラ 及 び 映 像 デ ー タ に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 山 本 太

郎 提 出 ）（ 第 八 六 号 ）

原 子 力 災 害 時 に お け る 住 民 避 難 の た め の 実 動 組

織 に よ る 支 援 に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 山 本 太 郎 提

出 ）（ 第 八 七 号 ）

犬 肉 の 輸 入 統 計 に 関 す る 質 問 主 意 書 （ 平 山 佐 知

子 提 出 ）（ 第 八 八 号 ）

犬 猫 等 の ブ リ ー ダ ー に 係 る 免 許 制 導 入 に 関 す る

質 問 主 意 書 （ 平 山 佐 知 子 提 出 ）（ 第 八 九 号 ）

ト ラ ン プ 大 統 領 の 言 動 と 「 法 の 支 配 に 基 づ く 自

由 で 開 か れ た 国 際 秩 序 の 維 持 」 と の 整 合 性 に 関

す る 質 問 主 意 書 （ 石 垣 の り こ 提 出 ）（ 第 九 〇 号 ）

法 律 公 布 奏 上 及 び 通 知

四 月 九 日 次 の 法 律 の 公 布 を 奏 上 し 、 そ の 旨 衆 議

院 に 通 知 し た 。

道 路 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 法 の 一 部 を 改 正 す る

法 律

内 閣

吉 崎 佳 弥

判 事 兼 簡 易 裁 判 所 判 事 に 任 命 す る （ 四 月 九 日 ）

官 庁 事 項

諸 事 項

有権者申出方

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告

元当局所属公証人渡辺登の身元保証金還付につ
き、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日
の翌日から６か月以内に当局に申し出て下さい。
令和７年４月 11 日 東京法務局

会計検査院公示第１号
会計検査院法施行規則（昭和22年会計検査院規
則第４号）第８条第１項の規定に基づき、院長が
欠けたとき又は事故のあるときに、その職務を代
わって行う検査官を定めたので、同条第２項の規
定に基づき、次のとおり公示する。
令和７年４月１日

会計検査院長 原田 祐平
検査官 挽 文子





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

除 権 決 定

失踪宣告取消
失 踪 宣 告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告

免責許可申立てに関する意見
申述期間

免責許可決定






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続開始





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生計
画認可






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た の

で 公 告 し ま す 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 紙 日 刊 工 業 新 聞

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 十 二 月 二 十 六 日

掲 載 頁 四 頁

（ 乙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 七 月 十 一 日

掲 載 頁 七 十 五 頁 （ 号 外 第 一 六 六 号 ）

令 和 七 年 四 月 十 一 日

東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 八 番 一 号

（ 甲 ） ア ク セ ン チ ュ ア 株 式 会 社

代 表 取 締 役 江 川 昌 史

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 二 丁 目 七 番 一 号

（ 乙 ） 株 式 会 社 オ ー プ ン ス ト リ ー ム ホ ー

ル デ ィ ン グ ス
代 表 取 締 役 吉 原 和 彦

給与所得者等再生による再生
計画認可

会 社 そ の 他 の 公 告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

令 和 七 年 四 月 十 一 日

埼 玉 県 新 座 市 東 二 丁 目 一 番 二 一 号 サ ン ア レ

イ 二 番 館 二 〇 三 号 室
（ 甲 ） 合 同 会 社 Ｑ Ｒ Ｓ

代 表 社 員 佐 久 間 大 介

埼 玉 県 新 座 市 東 二 丁 目 一 番 二 一 号 サ ン ア レ

イ 二 番 館 二 〇 三 号 室
（ 乙 ） 合 同 会 社 Ｈ Ｐ Ｍ

代 表 社 員 佐 久 間 大 介

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 及 び 丙 の 権 利 義 務 全

部 を 承 継 し て 存 続 し 乙 及 び 丙 は 解 散 す る こ と に い

た し ま し た の で 公 告 し ま す 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 七 月 十 一 日

掲 載 頁 七 十 五 頁 （ 号 外 第 一 六 六 号 ）

（ 乙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 七 月 十 一 日

掲 載 頁 八 十 九 頁 （ 号 外 第 一 六 六 号 ）

（ 丙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 七 月 十 一 日

掲 載 頁 六 十 四 頁 （ 号 外 第 一 六 六 号 ）

令 和 七 年 四 月 十 一 日

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 二 丁 目 七 番 一 号

（ 甲 ） 株 式 会 社 オ ー プ ン ス ト リ ー ム ホ ー

ル デ ィ ン グ ス
代 表 取 締 役 吉 原 和 彦

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 二 丁 目 七 番 一 号

（ 乙 ） 株 式 会 社 オ ー プ ン ス ト リ ー ム

代 表 取 締 役 芝 村 健 太

愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 錦 二 丁 目 九 番 二 九 号

（ 丙 ） ニ ュ ー ト ラ ル 株 式 会 社

代 表 取 締 役 北 村 大 三 郎






令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
五

一

一
一

（
甲
）
合
同
会
社
Ｂ
Ｏ
Ａ
Ｒ
Ｄ

代
表
社
員

三
浦

幸
治

神
奈
川
県
藤
沢
市
南
藤
沢
八
番
九
号
Ｍ
Ｋ
湘
南

（
乙
）
合
同
会
社
Ｂ
Ｏ
Ａ
Ｒ
Ｄ

代
表
社
員

熊
谷

勇
希

合
併
公
告

左
記
法
人
は
、
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
付

で
新
潟
県
の
認
可
を
得
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

新
潟
県
長
岡
市
深
沢
町
二
三
〇
〇
番
地

（
甲
）
社
会
医
療
法
人
崇
徳
会

理
事
長

田
宮

崇

新
潟
県
三
条
市
大
島
五
一
〇
三
番
地

（
乙
）
医
療
法
人
恵
愛
会

理
事
長

田
宮

崇

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
）

掲
載
紙

静
岡
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
三
日

掲
載
頁

十
六
頁

令
和
七
年
四
月
十
一
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
布
橋
二
丁
目
六
番
一
号

（
甲
）
須
山
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

須
山

雄
造

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
布
橋
二
丁
目
六
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
亮
和

代
表
取
締
役

須
山
多
賀
子

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

奈
良
県
生
駒
市
山
崎
町
四

五

Ｎ
Ｄ
Ａ
ビ
ル
五
Ｆ

（
甲
）
合
同
会
社
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｕ

代
表
社
員

中
岡

崇

奈
良
県
生
駒
市
山
崎
町
四

五

Ｎ
Ｄ
Ａ
ビ
ル
五
Ｆ

（
乙
）
合
同
会
社
カ
イ
カ

代
表
社
員

中
岡

崇

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
Ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｔ
ｓ

８
株
式
会
社
（
住
所
札
幌
市
中
央
区
南
二
条
西
二
十
七
丁

目
二
番
一
七
号
）
に
対
し
て
当
社
の
不
動
産
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
四
月
十
一
日

札
幌
市
中
央
区
南
二
条
西
二
十
七
丁
目
二
番
一
七
号

株
式
会
社
Ａ
Ｉ
’
Ｓ
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

代
表
取
締
役

齊
藤

睦

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
と

し
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
一
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

北
海
道
小
樽
市
銭
函
三
丁
目
二
六

一
Ａ

４

合
同
会
社
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ

代
表
社
員

岡
本

峰
和

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
十
六
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
三
沢
林
業
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

青
森
県
三
沢
市
さ
つ
き
ヶ
丘
一
丁
目
二
八
番
七
一

号

レ
ゴ
ラ
ス
Ａ

六
号
室

菊
鶴
合
同
会
社

代
表
社
員

阿
部

稜

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

大
阪
市
北
区
中
崎
西
四
丁
目
三
番
三
二
号

合
同
会
社
蓮

代
表
社
員

末
永

潤

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

岩
手
県
紫
波
郡
紫
波
町
日
詰
西
一
丁
目
三
番
四

有
限
会
社
佐
々
幸
商
店

代
表
取
締
役

佐
々
木
幸
治

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
八
千
六
百
五
万
三
千
六

百
四
十
円
減
少
し
一
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
入
船
二
丁
目
三
番
七
号
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｋ

Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ
六
階

ワ
ン
ヘ
ル
ス
投
資
株
式
会
社

代
表
取
締
役

税

亜
兵

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
円
減
少
し
て
四
億

六
千
四
百
二
十
六
万
七
千
九
百
六
十
六
円
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
一
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
六
番
三
号

山
本
保
全
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
本

貴
大

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
九
百
九
十
八
万
六
千
六

百
四
十
円
減
少
し
二
千
五
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
五
十
四
号
）

令
和
七
年
四
月
十
一
日

愛
知
県
知
立
市
谷
田
町
宝
土
一
八
番
地
三

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
サ
ー
ビ
ス
刈
谷

代
表
取
締
役

柳
井

浩
明

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
三
億
六
千
三
百
四
十
八

万
八
千
五
百
十
七
円
減
少
し
二
十
七
億
四
千
四
百
六
十
七

万
千
七
百
三
十
八
円
と
し
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
六

億
九
千
四
百
四
十
八
万
九
千
四
百
八
十
四
円
減
少
し
零
円

と
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
に
終
了
し
て

い
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
一
番
二
八
号

オ
ン
コ
リ
ス
バ
イ
オ
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

浦
田

泰
生
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令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
二
九
号

株
式
会
社
住
環
境
計
画
研
究
所

代
表
取
締
役

中
上

英
俊

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

横
浜
市
中
区
新
山
下
二
丁
目
一
二
番
六
号

富
倉
興
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
口

雅
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

横
浜
市
中
区
新
山
下
二
丁
目
一
二
番
六
号

富
士
倉
庫
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
口

雅
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
十
一
億
円
減
少
し
、

四
億
四
千
六
百
二
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
十
五
日
で
あ
り
、
社
員

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
四
月
十
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
七
年
二
月
五
日
付
官
報
の
号
外
第
二
十
三
号

二
二
九
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号

岡
山
空
港
南
開
発
特
定
目
的
会
社

取
締
役

田
渕

安
春

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
百
九
十
六
億
七
千
九

百
六
十
五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
ナ
イ
ン
テ
ィ
ー
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

ア
ル
コ
ニ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、

令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終

了
し
ま
し
た
の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に

債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年

四
月
四
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら

除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
一
番
一
号

ア
ル
コ
ニ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

山
田
絵
理
子

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

ノ
ー
ベ
ル
製
菓
株
式
会
社
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令

和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
基
づ
き
終
了

し
ま
し
た
の
で
、
当
該
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債

権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四

月
四
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
一
日

大
阪
府
大
阪
市
生
野
区

北
四
丁
目
一
〇
番
二
号

ノ
ー
ベ
ル
製
菓
株
式
会
社
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

村
中

正

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
六
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
四
月
十
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル
５
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子
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